
年金積立金管理運用独立行政法人令和５年度計画案 

令和５年○月○日届出 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条第１項の規定に基づき、年

金積立金管理運用独立行政法人（以下「管理運用法人」という。）の令和５年度計画を次

のとおり定める。 

令和５年○月○日 

年金積立金管理運用独立行政法人 

理事長 宮園 雅敬 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

１．年金積立金の管理及び運用の基本的な方針 

（１）年金積立金の管理及び運用の基本的な方針

年金積立金の運用は、年金積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であ

り、かつ、将来の年金給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専

ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、

将来にわたって年金事業の運営の安定に資することを目的として、関係法令並び

に中期目標及び中期計画の定めるところに基づき行う。 

また、「積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われる

ようにするための基本的な指針」（平成２６年７月総務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省告示第一号）の内容に従って年金積立金の管理及び運用を行う。 

このため、リターン・リスク等の特性が異なる複数の資産への分散投資を基本

として、管理運用主体（管理運用法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員

共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。）が共同

して、積立金の資産の構成の目標（以下「モデルポートフォリオ」という。）を定

め、これを参酌して、長期的な観点からの資産構成割合（以下「基本ポートフォ

リオ」という。）を策定し、年金積立金の運用を行う。

なお、その際には、年金積立金の管理及び運用に関する具体的な方針を策定し、

公表するとともに、経済環境が激しく変化することを踏まえ、適時適切にその内

容について検討を加え、必要に応じて速やかに見直しを行う。 
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（２）年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 

① 受託者責任の徹底 

  慎重な専門家の注意義務及び忠実義務の遵守を徹底する。 

 

② 市場及び民間の活動への影響に対する考慮 

     年金積立金の運用に当たっては、市場の価格形成や民間の投資行動等を歪め

ないよう、特に、資金の投入及び回収に当たって、特定の時期への集中を回避

するとともに、情報発信を含む自らの行動が市場に過大なインパクトを与える

ことで、結果的に自ら不利益を被ることがないよう、十分留意する。 

また、企業経営等に直接的かつ過大な影響が及ばないよう十分に考慮し、以

下の点について配慮する。 

 

     ⅰ 同一企業発行有価証券の保有状況について制限を設け、運用受託機関から

の運用状況の報告に併せて、遵守状況を確認する。 

 

     ⅱ 株式運用において個別銘柄の選択は行わない。 

 

（３）他の管理運用主体との連携 

他の管理運用主体に対して必要な情報の提供を行う等、相互に連携を図りな

がら協力するよう努める。 

 

２．国民から一層信頼される組織体制の確立及び業務運営の透明性の確保 

経営委員会は、管理運用法人の重要事項について議決し、その方針に沿って、理事

長をはじめとした役職員が与えられた裁量権限と責任の下で専門性を発揮し、適切に

業務を執行するよう、役員の職務の執行の監督等の業務を行う。監査委員会は、コン

プライアンスの徹底、業務執行の手続きの適正性及びリスク管理等の観点から、経営

委員会と必要な連携をとって監査等を行うとともに、必要に応じて経営委員会に対し

て意見を提出する。 

また、理事長は、合議制の経営委員会の一員として意思決定に参加するとともに、

管理運用法人を代表し経営委員会の定めるところに従って管理運用法人の業務を総

理する。管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、経営委員会の

会議に出席し、管理運用業務に関し意見を述べることができる。 

このように、意思決定・監督を担う経営委員会、監査等を担う監査委員会及び執行

を担う理事長等が、適切に役割分担及び連携を図ることにより、自律的なＰＤＣＡサ

イクルを十分機能させ、国民から一層信頼される組織体制の確立に努める。また、経

営委員会の判断事例の蓄積を活用して、経営委員会の議決事項を整理し、規程化する

など、ガバナンス改革の趣旨に沿って、透明性向上に資する一層の取組を強化する。 
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役職員の業務運営への積極的な関与を促進し、働きがいのある職場づくりに活かす

ため、役職員意識調査を少なくとも年１回実施する。 

 

３．基本的な運用手法及び運用目標 

（１）基本ポートフォリオに基づく運用 

基本ポートフォリオに基づきリバランス等を行い、これを適切に管理する。 

 

（２）評価ベンチマーク収益率の確保 

令和５年度における資産全体及び各資産ごとの評価ベンチマーク収益率を確

保するよう努めるとともに、中期目標期間においても各々の評価ベンチマーク収

益率を確保する。 

評価ベンチマークについては、中期計画に基づく適切な市場指標を用いる。 

なお、ベンチマーク収益率との比較による評価は、厚生労働大臣への寄託金の

償還及び年金特別会計への納付等のためベンチマークに含まれない短期資産を

保有する必要があること、税金及び取引執行費用等はベンチマーク収益率に反映

されていないこと等を踏まえて行う。 

 

（３）基本ポートフォリオ 

モデルポートフォリオに即し、次の基本ポートフォリオに基づき、年金積立金

の管理及び運用を行う。 

 国内債券 外国債券 国内株式 外国株式 

資産構成割合 ２５％ ２５％ ２５％ ２５％ 

乖離許容幅 
±７％ ±６％ ±８％ ±７％ 

±１１％ ±１１％ 

（注）為替ヘッジ付き外国債券及び円建ての短期資産については国内債券に区

分し、外貨建ての短期資産については外国債券に区分する。 

 

① 乖離許容幅の考え方 

経済環境や市場環境の変化が激しい昨今の傾向を踏まえて、基本ポートフォ

リオの乖離許容幅の中で市場環境の適切な見通しを踏まえ、機動的な運用がで

きることとする。ただし、その際の見通しは、合理的な根拠を持つものでなけ

ればならない。 

 

② オルタナティブ資産運用の在り方 

オルタナティブ資産（インフラストラクチャー、プライベートエクイティ、

不動産その他経営委員会の議を経て決定するもの）は、リスク・リターン特性

に応じて国内債券、国内株式、外国債券及び外国株式に区分し、資産全体の５％

を上限とする。ただし、経済環境や市場環境の変化によって５％の上限遵守が
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困難となる場合には、経営委員会による審議・議決を経た上で、上振れを容認

する。 

 

（４）基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオについて、市場の急激な変動などが生じる可能性がある等

経営委員会が必要と認めるときは、見直しの検討を行うこととし、経営委員会の

下に設置した基本ポートフォリオ検証等ＰＴにおいて、そうした変動などがない

かどうかについてモニタリング等の実務を行う。 

これに併せ、モデルポートフォリオの検証について、経営委員会がその必要性

を認めるときは、他の管理運用主体と共同して、モデルポートフォリオの検討を

行う。 

 

（５）年金給付のための流動性の確保 

引き続き、厚生労働省との緊密な連携の下、年金財政の見通し及び収支状況を

踏まえ、年金給付等に必要な流動性を確保するとともに、効率的な現金管理を進

める。 

その際、市場の価格形成等に配慮しつつ、円滑に資産の売却等を行い、不足な

く確実に資金を確保するため、市場動向の把握・分析等や短期借入の活用等必要

な機能の強化を進める。 

 

４．運用の多様化・高度化 

（１）運用手法 

① 運用手法については、金融工学とデータマネジメントを活用したポートフォ

リオ運営を行うとともに、新たな手法の導入等に伴い経営委員会が重要事項と

判断する事項についてその審議を経て議決を行うなど、経営委員会による適切

な監督の下で、適切なリスク管理を行う。 

 

② 各資産とも原則としてパッシブ運用と超過収益の獲得を目指すアクティブ

運用を併用する。 

ただし、アクティブ運用については、定量的な実績を勘案した定性評価に

基づき、超過収益が獲得できるとの期待を裏付ける十分な根拠を得ることを

前提に行うとともに、スタイル分散を図る等アクティブ運用機関のマネジャ

ー・ストラクチャーを管理する。 

 

③ 伝統的資産のマネジャー・ベンチマークについては、幅広い観点から、見直

し等を含めた検討を行う。 

     オルタナティブ資産については、資産の管理及び運用に関し一般に認められ
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ている専門的な知見に基づき評価を行うことに加え、収益確保状況の検証に資

する各市場におけるベンチマークの開発・導入に向けた取組を進める。 

また、インデックス・ポスティングを通じて、ベンチマークとなり得る様々

なインデックスに関する情報収集・分析を継続的に行う。 

  

④ 超過収益については、その源泉の多様化や自家運用の活用等を通じ、ポート

フォリオ全体で確保することを第一とするとともに、アクティブ運用において

は、金融工学等に基づく定量的な分析の活用を進める。パッシブ運用について

は、多様なベンチマークへの対応を進める。 

  

⑤ 運用の高度化・多様化に対応するために、ミドル・バックの体制整備を図る

とともに、資産管理機関等との連携等を強化する。 

 

（２）運用対象の多様化 

① 運用対象の追加に当たっては、被保険者の利益に資することを前提に、経営

委員会において幅広に検討を行う。 

 

② オルタナティブ投資については、高い専門性を有する投資フロント人材の確

保並びに外部アドバイザーの活用により良質な案件の選定力を高めるととも

に、専門性を有する外部人材の更なる活用の検討も含めたミドル機能及びバッ

ク機能の充実による体制整備を図る。加えて、個別性の高いオルタナティブ投

資に対して、法務室や外部の法律専門家による知見の活用を進めることにより、

適時適切に対応する。 

 

③ オルタナティブ投資において、各資産の収益力の安定性や超過収益力、流通

市場の整備を含む市場環境の整備などのオルタナティブ資産固有の考慮要素

について十分に検討した上で、他のアセットオーナーとの戦略的パートナーシ

ップ投資やシングルファンドへの投資についての取組を進める。また、リスク

管理及び超過収益の安定的確保の観点からの検証を継続的に行い、その検証結

果を十分に踏まえながら慎重な取組を進める。 

  

④ オルタナティブ資産については、長期的な収益を確保する観点から、運用受

託機関や投資対象資産等のモニタリング・フレームワークに基づき、ファンド

毎に設定された収益目標等が達成されるよう、投資進捗をモニタリングする。 

 

５．運用受託機関等の選定、評価及び管理 

（１）運用受託機関とのエンゲージメントを通じて定期的に定量的な実績を勘案し
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た定性評価を行う。 

 

（２）伝統的資産については、マネジャー・エントリー制を活用して、各資産の運用

受託機関構成を適時に見直し、その結果を踏まえ、これに伴う資産の移管を実施

する。 

 

（３）オルタナティブ資産については、マネジャー・エントリー制を活用し、運用受

託機関の採用を進めるとともに、採用にあたっては、運用受託機関とのアライン

メントを強化する観点から、手数料体系等に留意する。モニタリングの手法の改

善については、継続的に取り組む。 

 

６．リスク管理 

（１）年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理 

リターン・リスク等の特性が異なる複数の資産に分散投資することをリスク

管理の基本とし、年金積立金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理を適切に

行う。リスク管理の状況については、理事長から経営委員会に対して定期的に報

告し、経営委員会においても適切にモニタリングを行う。 

また、具体的なリスク管理の方法については、運用受託機関及び資産管理機関

からの報告等に基づき、資産全体、各資産、各運用受託機関及び各資産管理機関

並びに自家運用について、以下によることとする。 

 

① 資産全体 

基本ポートフォリオを適切に管理するため、年金積立金の資産構成割合と基

本ポートフォリオとの乖離状況を適時把握するとともに、必要な措置を講ずる。 

また、適切かつ円滑なリバランスを実施するため、市場動向の把握・分析等

を行うとともに、資産全体のリスクを確認し、リスク負担の程度についての分

析及び評価並びに複合ベンチマーク収益率との乖離要因の分析等を行う。 

 

② 各資産 

市場リスク、流動性リスク、信用リスク等を管理する。また、外国資産につ

いては、カントリーリスクも注視する。 

 

③ 各運用受託機関 

運用受託機関ごとに運用目標、運用手法、リスク指標及びベンチマーク等に

関する運用ガイドラインを示す。 

また、運用状況及びリスク負担の状況についての報告のほか、随時必要な資

料の提出を求めるとともに、定期的に各運用受託機関とミーティングを行う。
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リスク分析ツール等を用いて運用ガイドラインの遵守状況、運用状況及びリス

ク負担状況を把握するとともに、運用体制の変更を把握し、コンサルタントも

活用しつつ、運用受託機関に対し適切に管理、評価を行う。運用受託機関の運

用スタイル分散を図る等マネジャー・ストラクチャーについて適切な管理を行

う。 

さらに、運用多様化に伴うリスク管理の高度化や運用受託機関とのエンゲー

ジメント強化等を目的として、投資判断用データベースの活用、オルタナティ

ブ資産のデータ管理ツールを含む関連ツール等の整備を継続するとともに、こ

れらの運用改善を図る。 

 

④ 各資産管理機関 

資産管理機関ごとに資産管理の目標、管理手法及び体制等に関する資産管理

ガイドラインを示す。 

また、資産管理状況についての報告のほか、随時必要な資料の提出を求める

とともに、定期的にミーティングを行い、資産管理ガイドラインの遵守状況及

び資産管理体制の変更を把握し、資産管理機関に対し適切に管理、評価を行う。 

信用リスクについては、随時管理する。 

ＢＣＰも想定した資産管理機関との連携等について検討を進めるとともに、

運用の高度化・多様化に対応した資産管理の体制の整備を進める。 

 

⑤ 自家運用 

自家運用に係る運用目標、運用手法、リスク指標及びベンチマーク等に関す

る運用ガイドライン等を定め、随時遵守状況を適切に管理する。 

 

⑥ トランジションマネジメント 

資産配分変更、ベンチマーク変更、マネジャー変更等、様々な投資動機に伴

い発生する資金移動のコストを適切に管理する体制及び仕組みの整備を行う。 

 

（２）リスク管理・内部牽制機能強化のための体制整備等 

    ポートフォリオ全体のリスク管理を適切に行う観点から、オルタナティブ資産

がポートフォリオ全体のリスクに及ぼす影響を分析するなど、統合的かつ複眼的

なリスク管理を進めるとともに、ミドル・バック機能の充実・強化を図り、牽制

体制を多重化するなど、運用リスクを適切に管理するための体制を整備する。 

    業務リスク軽減等のため中期計画変更により取り組むこととした、データ授受

を正確かつ効率的に行うためのデータ活用基盤の構築等についても、着実に実施

する。 

また、投資判断用データベース、複数のリスク管理ツール、ビジネスインテリ
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ジェンスツール等による適時的確なリスク情報の収集・分析、データ利活用改善

策の立案などのＰＤＣＡサイクルを通じて、リスク管理の一層の高度化を進める。

加えて、リスク管理ツールを活用した長期の多期間シナリオ分析や気候変動リス

ク分析など、長期投資の視点からのリスク管理手法の多様化の検討を進める。 

さらに、業務リスクのＰＤＣＡサイクルを着実に実行し、事案発生時の適切な

対応を促すとともに、内部牽制機能の強化を図るため、法務室や外部の法律専門

家による知見の活用を進めることにより、適時適切に対応する。 

 

７．スチュワードシップ責任を果たすための活動 

ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）の重要性を認識し、スチュワードシップ責任を

果たすための活動（議決権行使権限を有する場合は議決権行使を含む。以下「スチュ

ワードシップ活動」という。）の目的が長期的な投資収益の最大化を目指すものであ

ることを運用受託機関に示すとともに、運用受託機関からは、スチュワードシップ活

動に関する報告（議決権行使権限を有する場合は議決権行使に係るガイドラインの提

出（変更がある場合に限る）及び議決権行使状況の年２回の報告を含む。）を求める。

運用受託機関のスチュワードシップ活動については、「スチュワードシップ活動原則」

及び「議決権行使原則」を踏まえた管理運用法人と運用受託機関間の双方向のコミュ

ニケーションによるエンゲージメントを通じた評価を行う。 

  「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を踏まえ、

「スチュワードシップ責任を果たすための方針」に沿った対応を行う。 

スチュワードシップを重視した運用受託機関のビジネスモデルに対応した評価方

法や手数料体系を検討する。 

また、評価手法の更なる高度化のため、これまでのスチュワードシップ活動の取組

についての効果測定等を開始する。 

 

８．ＥＳＧを考慮した投資等 

   年金積立金の運用において、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期

的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期

的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的要素であるＥＳＧを

考慮した投資を推進するとともに、その効果を継続的に検証していく。 

取組が先行している株式運用以外においても、各資産ごとに異なる特性などを踏ま

えながら、ＥＳＧを考慮した取組を進める。 

 

９．情報発信・広報及び透明性の確保 

  国民の関心等に応じて戦略的に情報発信や広報活動の在り方を検討し、専門家のみ

ならず国民やメディアに対する情報発信や広報活動の一層の充実に継続的に取り組

むとともに、その評価や効果の把握・分析に努める。 
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年金積立金の管理及び運用に関して、国民のより一層の理解と協力を得るため、年

度の業務概況書など公開資料をより一層分かりやすいように工夫するとともに、ホー

ムページ等を活用して迅速に公表する。また、運用の多様化、高度化や国際化におい

ても国民に対する情報公開・広報活動の在り方を検討し、充実等を図る。 

具体的には、以下の取組を進めることとし、その際、市場への影響に留意するとと

もに、管理運用法人が、数十年の投資期間を有する超長期投資家であり、かつ、今後

数十年にわたり積立金が大きく積みあがっていく可能性が大きい、という特性を有す

ることを踏まえ、そのあるべき運用の姿について多面的な観点（長期国際分散投資の

必要性、オルタナティブ投資の意義、スチュワードシップ活動やＥＳＧ投資の考え方

等）から国民の理解を得られるよう、分かりやすい情報発信について積極的な対応を

図る。 

 

（１）第４期中期計画期間における広報の方向性や広報内容に応じた効果的なコミュ

ニケーションツールの活用方策等を整理した基本的方針をもとに、広報活動の評

価を定期的に行い、活動内容の改善を図る。 

 

（２）基本ポートフォリオの考え方や長期国際分散投資・ＥＳＧ投資の意義等をホー

ムページで分かりやすく説明する。また、オルタナティブ投資についても、その

意義・役割や投資案件の概要等をホームページ等で分かりやすく説明する。 

 

（３）年金制度における積立金や管理運用法人の役割等を分かりやすく解説したパン

フレットや動画等を作成し、ホームページ等で周知する。 

 

（４）令和４年度の管理及び運用実績の状況（運用資産全体の状況、運用資産ごとの

状況、各運用受託機関等の状況、運用管理委託手数料、運用受託機関等の選定等

を含む。）については、７月の第一金曜日にホームページ等により情報を公開す

る。また、令和５年度の四半期の運用状況については、期末日の翌々月の第一金

曜日にホームページ等により情報を公開する。 

具体的な公表日は、令和４年度の管理及び運用実績の状況は７月７日に、令和

５年度の四半期の運用状況は８月４日、１１月２日、２月２日とする。 

 

（５）監査委員会及び監査法人の監査の結果については、年１回ホームページで情報

を公開する。 

 

（６）スチュワードシップコードへの対応状況及び株主議決権行使の結果等の公表に

ついて、引き続き分かりやすい内容となるよう努める。 
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（７）経営委員会が重要事項と判断する事項については、経営委員会の審議を経て議

決を行うなど、経営委員会による適切な監督の下で、その透明性を確保する。さ

らに、経営委員会の審議の透明性の確保を図るため、議事録等及び議事概要をそ

れぞれ厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに公表する。加えて、管理運用

法人が行う年金積立金の管理及び運用の透明性を更に高めるため、保有する全て

の有価証券の銘柄名と当該有価証券の時価総額を公表する。 

 

（８）運用におけるＥＳＧの取り組みを評価し、投資の効果を確認するとともに、透

明性を確保する観点からＥＳＧ活動報告を作成する。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１．効率的な業務運営体制の確立 

（１）事務処理の迅速化を図り、組織編成及び人員配置を各部門の業務の質量に応

じて見直すとともに、効率的かつ効果的に業務を遂行できるような体制の整備

を行う。なお、新卒採用にも対応できるよう準備を進める。 

 

（２）人事評価制度については、経費節減の意識・取組も評価項目としつつ、適正

な運用を図る。 

 

２．業務運営の効率化に伴う経費節減 

  一般管理費（システム関連経費、人件費を除く。）及び業務経費（システム関連経

費、管理運用委託手数料、運用指数利用料、人件費及び短期借入に係る経費を除

く。）の合計について、高度専門人材の確保をはじめ、運用の高度化・多様化等に対

応するために当年度に新規に追加されるものや拡充される分を除き、前年度と比べ

て１．２４％以上の効率化を行う。 

人件費については、政府の方針を踏まえつつ適切に対応していく。その際、高度

専門人材の確保をはじめ、運用の高度化・多様化やリスク管理の強化等に的確に対

応できるよう、必要な人員体制を確保する。 

また、給与水準については、国家公務員の給与、金融機関等の民間企業の給与、

管理運用法人の業務の実績及び職員の職務の特性等を考慮し、手当を含め役職員給

与について検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状

況を公表する。その際、高度専門人材の報酬水準については、第９の１により対応

する。 

  なお、管理運用委託手数料については、新実績連動報酬制度の導入による運用実

績に応じた手数料の増減や各資産別の運用資産額の増減、付加価値（スチュワード

シップ活動を含む。）等も考慮に入れつつ、収益との対比や要因分解等を行い、効率
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的かつ合理的な水準となるよう努める。 

 

３．契約の適正化 

  公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点か

ら、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月

２５日総務大臣決定）により管理運用法人が策定した「調達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施する。 

 

４．業務の電子化等の取組 

  世界最大規模の年金資金を、専ら被保険者の利益のため、専門的な知見を活か

し、安全かつ効率的に管理運用するため、デジタル庁が策定した「情報システムの

整備及び管理の基本的な方針」（令和３年１２月２４日デジタル大臣決定）にも則

し、業務におけるＩＴの活用や電子化等の取組を一層推進する。 

具体的には、ＲＰＡ（ロボティックプロセスオートメーション）・ＥＵＣ（エンド

ユーザーコンピューティング）の導入推進による業務効率化及びシステム対応の迅

速化を図るとともに、法人全体のシステム及びサービスの統合的な管理に取り組む

ことに加え、運用の高度化等に伴う喫緊の課題として中期計画変更により取り組む

こととした、データ授受を正確かつ効率的に行うためのデータ活用基盤の構築等に

ついても、着実に実施する。 

さらに、運用の高度化等を進めるためには、次期中期計画に向けた基幹システム

の見直しやデータ基盤の整備等、抜本的な見直しが必要であり、シニアＩＴアドバ

イザーの専門的知見を活用しながら、検討を実施する。 

また、これらの取組を推進するため、ＩＴ専門人材の育成・採用に努める。 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

「第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」で定めた

事項に配慮した予算を作成し、当該予算による適正かつ効率的な運営を行う。 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

 

１．予算 

別表１のとおり 

２．収支計画        

別表２のとおり 

３．資金計画 

別表３のとおり 
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第５ 短期借入金の限度額 

 

１．短期借入金の限度額 

  ２０，０００億円 

 

２．想定される理由 

予見し難い事由による一時的な資金不足等に対応するため。 

 

第６ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処

分に関する計画 

なし 

 

第７ 第６の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計 

  画 

なし 

 

第８ 剰余金の使途 

なし 

 

第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１．高度専門人材の確保、育成、定着等 

（１）高度専門人材については、運用の多様化に合わせ必要とする業務を明らかにす

るとともに、採用に当たっては、専門的能力の精査を行う。また、人材の受入れ

に当たっては、運用能力を発揮できるよう環境整備を行う。 

 

（２）高度専門人材の管理運用法人に対する貢献の努力及びその成果を適正に評価で

きる人事評価制度の適正な運用を行い、人材の適時適切な配置等を行う。 

  

（３）職員の業務の遂行能力の向上を目的とした高度専門人材等を活用した研修等を

行う。 

 

（４）高度専門人材の報酬水準については、民間企業等の報酬水準と比較するなどに

より、その適切な在り方を検討する。その結果については、国民に分かりやすく

説明を行う。 

 

（５）職員の資質の向上を図る観点から、資産運用等の分野に係る専門的、実務的な
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研修を実施するほか、当該分野等の資格取得を積極的に支援する。また、「独立

行政法人の目標の策定に関する指針」（平成２６年９月２日総務大臣決定）を踏

まえ、専門人材を戦略的に確保及び育成するための人材確保・育成方針を策定す

るとともに、研修制度の充実や人材マップの作成等を進めることにより、人材育

成・強化を図る。 
 

２．調査研究 

（１）経済や社会の大きな変動、急速な技術の進展に対応し、長期的な視野から基本

ポートフォリオの理論や革新的な運用戦略を構築するための長期の調査研究を

実施する。 

 

（２）運用の多様化・高度化、サステナビリティを重視した投資活動の推進、リスク

管理・内部統制機能の強化、先端技術の活用等に資する調査研究及び持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に向けた官民の活動が、長期的な被保険者の利益と、

安全かつ効率的な資産運用に資することの検証等に係る調査研究については、管

理運用法人の業務課題を踏まえながら、適時適切に実施する。 

 

（３）サステナビリティを重視した投資活動の推進に向け、投資におけるＥＳＧの考

慮について調査研究等を行う。 

 

（４）年金運用に関連する分野で優れた功績をあげつつある若手研究者を表彰し、そ

の功績と社会的意義を広く情報発信するとともに、優秀な研究者の活動を振興す

ることを目的とする「GPIF Finance Awards」について、これまでの実績を踏ま

えた総括に基づき、必要な見直しを実施する。 

 

（５）調査研究のテーマの設定、研究成果の評価、業務への活用等の調査研究業務に

係るＰＤＣＡサイクルの強化に向けた取組を行う。なお、調査研究の実施に当た

っては、管理運用法人の職員が関与することにより、分析手法などのノウハウの

蓄積を図る。 

 

（６）年金積立金の管理及び運用に関するノウハウを管理運用法人内に蓄積するため、

高度で専門的な人材の採用に伴い、当該人材を含めた調査研究を担える体制整備

を検討する。 

 

（７）専門調査機関等が主催するセミナーや研修などに参加して内外の情報収集や意

見交換を積極的に行う。 
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（８）調査研究等の実施に当たり、管理運用法人の業務上の秘密情報を提供する必要

のある共同研究者又は委託研究機関等に求めている情報セキュリティベンチマ

ークによる自己診断等について、その結果を評価し、情報セキュリティ委員会及

び内部統制委員会に報告する。 

また、選定先等候補者に対しても、情報セキュリティベンチマークによる自己

診断等を求め、その結果を選定における評価の要素とする。 

 

３．内部統制の一層の強化に向けた体制強化 

（１）経営委員会が策定する「内部統制の基本方針」等に基づき、内部統制委員会や

コンプライアンス委員会等を通じて、法令遵守・受託者責任等の徹底を図るとと

もに、投資原則・行動規範を遵守し、国民から一層信頼される組織づくりを進め

る。 

 

（２）年金積立金の管理及び運用に当たっては、専門性の向上を図るとともに、責任

体制の明確化を図り、受託者責任（慎重な専門家の注意義務及び忠実義務の遵守）

を踏まえ、関係法令、中期目標、中期計画及び第１の１に定める年金積立金の管

理及び運用に関する具体的な方針等の周知及び遵守の徹底、役職員への研修の実

施等を行う。 

また、運用受託機関等に対して、ガバナンス体制及び利益相反の防止体制の確

立並びに関係法令等の遵守を徹底するよう求める。 

 

（３）コンプライアンス・オフィサーや法務室等を活用し、リスクの管理や法令遵守

の確保等を的確に実施する。内部通報・外部通報やハラスメントに関する相談等

について適切に取り扱う。また、内部統制やコンプライアンスに関する進んだ知

見の収集を行う。 

 

（４）運用受託機関等との不適切な関係を疑われることがないよう、役職員の再就職

に関するルールの徹底を図る。 

 

４．監査委員会の機能強化等によるガバナンス強化 

監査委員会は、以下の点を重点に監査及び監視を行う。 

（１）ガバナンスの骨格をなす内部諸規定の施行状況及び拡充・強化した法務機能の

運営状況について、その実効性を検証する。また、その結果や管理運用法人の置

かれた状況などを踏まえ、必要に応じて、更なるガバナンス強化に資する提言・

提案を行う。 

 

（２）テレワークによる業務運営の状況について、その導入目的の達成の観点から引
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き続き検証する。 

 

（３）監査委員が契約審査会や投資委員会に陪席することにより、管理運用法人の契

約関係の公正性を確認するとともに、監査委員会が外部有識者を含む契約監視委

員会を複数回開催し、管理運用法人の契約関係の公正性確保に係る検証及び改善

策の検討を行う。 

 

（４）監査委員会が、会計監査人候補者の選定を行うとともに、会計監査人及び監査

室との連携を一層強化して監査及び監視の実効性を高める。 

 

（５）運用の高度化・多様化に対応した内部統制の取組状況について確認する。 

 

５．情報セキュリティ対策 

情報セキュリティ管理規程に基づく情報セキュリティ対策を厳格に実施するとと

もに、管理運用法人における情報セキュリティ対策の有効性を評価し、当該対策が十

分に機能していることの確認を日常的に行う。 

   クラウドサービス導入時におけるＣＡＳＢ（Cloud Access Security Broker：クラ

ウド監視サービス）の活用による安全性の確認に加え、クラウドサービス利用時にお

ける情報セキュリティ対策の実装に向けた検討を行う。 

   システムを用いた法人業務を継続可能とするため、法人の文書管理システムについ

て、大規模災害が発生した場合に備えた災害対策環境を構築する。 

また、運用受託機関等に求めている情報セキュリティベンチマークによる自己診断

等について、その結果を評価し、情報セキュリティ委員会及び内部統制委員会に報告

する。 

さらに、運用受託機関等の候補者に対しても、情報セキュリティベンチマークによ

る自己診断等を求め、その結果を選定における評価の要素とする。 

これらの取組を推進するため、専門的な知見を有する業務支援事業者を活用すると

ともに、情報セキュリティ専門人材の育成・採用に努める。 

 

６．施設及び設備に関する計画 

   なし 

 

７．中期目標期間を超える債務負担 

    中期目標期間を超える債務負担については、管理及び運用業務を効率的に実施する

ために、当該債務負担行為の必要性及び適切性を勘案し、合理的と判断されるものに

ついて行う。 
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別表１

令和5年度の予算 （単位：百万円）

厚生年金勘定 国民年金勘定 総合勘定

収入

年金特別会計厚生年金勘定寄託金 - - - -

年金特別会計国民年金勘定寄託金 - - - -

厚生年金勘定より受入 - - 5,549,110 5,549,110

国民年金勘定より受入 - - 299,011 299,011

投資回収金 - - 2,040,251 2,040,251

総合勘定より償還金受入 875,058 426,389 - 1,301,447

総合勘定より国庫納付金受入 496,000 242,804 - 738,804

運用収入 - - 8,015,140 8,015,140

雑収入 - - 1,503 1,503

総合勘定より分配金受入 7,465,131 379,778 - 7,844,908

計 8,836,189 1,048,971 15,905,014 25,790,173

支出

一般管理費 - - 1,627 1,627

業務経費 - - 167,841 167,841

総合勘定へ繰入 5,549,110 299,011 - 5,848,120

投資 - - 5,849,623 5,849,623

厚生年金勘定へ国庫納付金繰入 - - 496,000 496,000

国民年金勘定へ国庫納付金繰入 - - 242,804 242,804

年金特別会計厚生年金勘定納付金 496,000 - - 496,000

年金特別会計国民年金勘定納付金 - 242,804 - 242,804

厚生年金勘定へ償還金繰入 - - 875,058 875,058

国民年金勘定へ償還金繰入 - - 426,389 426,389

年金特別会計厚生年金勘定寄託金償還 875,058 - - 875,058

年金特別会計国民年金勘定寄託金償還 - 426,389 - 426,389

厚生年金勘定へ分配金繰入 - - 7,465,131 7,465,131

国民年金勘定へ分配金繰入 - - 379,778 379,778

計 6,920,168 968,203 15,904,251 23,792,622
【人件費の見積もり】

期間中総額2,540百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員給与（非常勤役員給与を除く。）並びに職員基本給、職員諸手当、時間外勤務手当に相当

する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区別 計
金額
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別表２

令和5年度の収支計画
（単位：百万円）

金額

厚生年金勘定 国民年金勘定 総合勘定

収益の部 7,465,131 379,778 8,015,140 15,860,048

経常収益 - - 8,015,140 8,015,140

資産運用収益 - - 8,015,140 8,015,140

事業外収益 - - - -

雑益 - - - -

総合勘定分配金収入 7,465,131 379,778 - 7,844,908

費用の部 - - 8,015,140 8,015,140

経常費用 - - 170,231 170,231

業務経費 - - 168,353 168,353

業務経費 - - 167,403 167,403

賞与引当金繰入 - - 449 449

退職給付費用 - - 81 81

減価償却費 - - 420 420

一般管理費 - - 1,878 1,878

一般管理費 - - 1,471 1,471

賞与引当金繰入 - - 31 31

退職給付費用 - - 216 216

減価償却費 - - 161 161

財務費用 - - - -

繰入前利益 - - 7,844,908 7,844,908

厚生年金勘定分配金繰入 - - 7,465,131 7,465,131

国民年金勘定分配金繰入 - - 379,778 379,778

当期利益金（△当期損失金） 7,465,131 379,778 - 7,844,908

(注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区別 計
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別表３

令和5年度の資金計画 （単位：百万円）

厚生年金勘定 国民年金勘定 総合勘定

資金収入 1,371,058 669,193 2,211,222 4,251,473

前期よりの繰越金 - - - -

業務活動による収入 1,371,058 669,193 2,211,222 4,251,473

年金特別会計厚生年金勘定寄託金による収入 - - - -

年金特別会計国民年金勘定寄託金による収入 - - - -

厚生年金勘定からの受入による収入 - - - -

国民年金勘定からの受入による収入 - - - -

総合勘定からの償還金の受入による収入 875,058 426,389 - 1,301,447

総合勘定からの国庫納付金受入による収入 496,000 242,804 - 738,804

投資回収金収入 - - 2,040,251 2,040,251

運用事業収入 - - 169,468 169,468

その他の業務収入 - - 1,503 1,503

投資活動による収入 - - - -

敷金・保証金回収による収入 - - - -

財務活動による収入 - - - -

資金支出 1,371,058 669,193 2,211,222 4,251,473

業務活動による支出 1,371,058 669,193 2,211,207 4,251,457

資金運用の投資による支出 - - 1,503 1,503

一般管理費支出 - - 1,627 1,627

業務経費支出 - - 167,826 167,826

総合勘定への繰入による支出 - - - -

厚生年金勘定への国庫納付金繰入による支出 - - 496,000 496,000

国民年金勘定への国庫納付金繰入による支出 - - 242,804 242,804

厚生年金勘定への償還金繰入による支出 - - 875,058 875,058

国民年金勘定への償還金繰入による支出 - - 426,389 426,389

寄託金償還による支出 875,058 426,389 - 1,301,447

国庫納付金による支出 496,000 242,804 - 738,804

投資活動による支出 - - 16 16

固定資産取得による支出 - - 16 16

敷金・保証金支払による支出 - - - -

財務活動による支出 - - - -

次期への繰越金 - - - -

 (注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区別 計
金額
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